
 
 

令和 7 年 12 月 4 日 

国土交通省関東地方整備局 

企画部 

 

公共工事発注機関の発注関係事務に関する指標の目標値を決定 

～公共工事の発注者が一丸となって公共工事の品質確保に取り組みます～ 

 

関東ブロック発注者協議会にて、公共工事発注機関の発注関係事務の取り組みに関する第三

次・指標および令和 11 年度までの目標値を設定しましたので公表します。 

 

 将来にわたる公共工事の品質確保、持続可能な建設業等を実現するため、令和６年６月の「公

共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。「公

共工事の品質確保の促進に関する法律」第 24 条に基づき策定された「発注関係事務の運用に

関する指針」では、国は、本指針に基づき発注関係事務が適切に実施されているかについて定

期的に調査を行い、その結果をとりまとめ、公表することとされています。 

 このたび、改正品確法の理念を実現するため全国統一指標、関東ブロック独自指標の目標値

を決定しましたのでお知らせします。 

 

<第三次・指標> 

◆工事 

１．地域平準化率（閑散期のボトムアップ・繁忙期のピークカット） 

２．週休２日の達成状況（休日の確保） 

３．低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況（ダンピング対策） 

４．工事書類の簡素化の取り組み状況（受注者との情報共有、協議の迅速化） 

５．情報共有システム（ASP）の導入状況（情報通信技術を活用した生産性向上） 

６．市区町村における週休２日制工事の取組 

◆測量、調査及び設計（業務） 

１．地域平準化率（履行期限の分散） 

２．低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況（ダンピング対策） 

３．ウィークリースタンスの実施（履行状況の確認）  

＜発表記者クラブ＞ 竹芝記者クラブ  埼玉県政記者クラブ  神奈川建設記者会  

＜問い合わせ先＞ 

関東地方整備局 企画部 

電話：０４８－６０１－３１５１（代表） FAX：０４８－６００－１３７５  

技術調査課 建設専門官 酒井（さかい） 【工事】 （内線：３２５７） 

技術管理課 課長補佐  田中（たなか） 【業務】 （内線：３３１３） 

 



国土交通省
関東地方整備局公共工事発注機関の発注関係事務に関する指標の目標値を決定

◆各発注機関の目標値については、関東地方整備局HPに掲載します。

掲載場所：関東地整ＨＰ＞技術情報 > 関係機関の連携 > 関東ブロック発注者協議会

> 品確法運用指針に基づく発注関係事務に関する全国統一指標、

地域独自指標調査

ＵＲＬ ：https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000162.html

https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000162.html
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